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巻頭言

　農業の外部性は，人を魅了してやまない。農業の
外部性の魅力に取りつかれ，研究テーマとしてきた
筆者の感想である。農業の外部性の問題は，多面的
機能や最近ではエコシステムサービスなどとの関連
で注目され，これらの点は農村政策のテーマとして
位置づけされてきてもいる。しかし，外部性は重要
なテーマではあるものの，生産経済学を主軸とする
農業経済学の伝統的なメイン・ストリームの研究
テーマとはいいがたい。この点で，筆者は長年やや
斜め横から農業経済学を眺めながら研究を行ってき
た一人である。しかし，それにより，真正面からは
みえないことがみえることもあると考えており，そ
の点が外部性の研究の面白さということができる。
　外部性は，それ自体は結合生産として生じるもの
で，経済学的な政策対応を取らなければ市場外の存
在として留まるのみである。筆者のもう一つのこだ
わりは，外部性の内部化という問題である。内部化
の問題に着目することで，外部性の問題は初めて政
策とのつながりやビジネス化との関わりを持つこと
になる。この意味で，内部化問題は実社会との接点
であり，応用科学である農業経済学の真価が問われ
るのも，この内部化の問題ということができる。つ
まり，外部性を研究することの面白さは，この内部
化の問題を解き明かすことにあると考えている。
　そこで，次に外部性の内部化の問題を，長年の研
究テーマである農村ツーリズムを例に考察してみた
い。筆者が，農村ツーリズムに着目するのは，農村
の資源を活用した新たな農村のサービスなどのビジ
ネス成立の条件を明らかにしたいと考えるからであ
る。経済学的にいえば，農業・農村の外部性を農村
ツーリズムにより内部化して，いかに所得化を図る
かということである。しかし，それは一筋縄ではい
かない。特に，農村部では，人も金も情報も不足し
ており，新たな展開を図るための障害はあまりにも
多い。さらに，この分野は，新たな領域ゆえに，経
済学的フレームワークがほとんどないため，実証分
析を行う際には，理論的なフレームワークの構築

をしながら進める必要もあ
る。しかし，それは言うは
易し，行い難しである。こ
の分野の研究が，事例分析
にやや終始しがちであるこ
とも，この点に原因の一つ
があると考える。
　そこで，こうした農村の
実態を踏まえて，提起したいのが「段階的農村プロ
ダクト・イノベーション仮説」である。例えば，農
業体験サービスなど新たな活動を始めようとする場
合，活動の当初は，社会的な認知も低く需要も少な
いため，提供するサービスに対してほとんど料金を
設定することはできず，ボランティアで無償の活動
から始まる。その間，消費者からのフィードバック
が生まれサービス提供者の自信や満足，やりがいが
高まる。やがて活動の広がりとニーズの拡大で，実
費程度の回収ができる「もうからないが損はしな
い」段階となる。さらに，活動が発展すると，外部
のネットワークの拡大で外部の資源の活用による学
習と支援からサービスの質が高度化して需要も拡大
し，外部性をすべて回収することができるようにな
る。直線的ではなく，段階的に外部性の内部化を図
ることで，農村プロダクト・イノベーションにつな
げようとする考え方である。この過程は，経済学的
にも整合的である。初期段階は私的均衡，次いで平
均費用均衡，そして社会的均衡へと到達して，外部
性の内部化が達成され，内部化が進むことで，活動
水準も拡大する。なぜなら，正の外部性の場合に
は，上から私的限界費用，平均費用，そして社会的
費用曲線の順に並ぶことになるからである。この仮
説は，内部化という観点から未解明な農業と農村の
社会的役割を解明するための有効なフレームワーク
として，外部性を伴う新たな活動に対する実証分析
の根拠となると考えている。今後，理論的精緻化と
実証分析の蓄積をさらに図り，この分野での国際的
貢献を果たしたい。

農業の外部性と「段階的農村プロダクト・
イノベーション仮説」

千葉大学大学院園芸学研究科　教授　大江　靖雄

−1− No.66  2015.7



研 究 成 果

地方公共団体等による農福連携の支援体制の構築
農業・農村領域　小柴有理江・吉田行郷

１．研究の背景
　農業分野における障害者就労に取り組むために
は，農業分野と福祉分野の両方について理解すると
ともに，それぞれの分野の支援策を必要に応じて活
用することが重要となります。しかしながら，これ
まではいざ取組を始めようとしても，両分野の知識
や情報を得る機会がなかったり，地域で課題を共有
したりする機会はあまりありませんでした。また，
相談窓口が分野ごとに分散しているなどで相談者の
負担が大きく，そうしたことが農福連携の阻害要因
の１つともなっていました。
　一方で，こうした課題を背景として，地方公共団
体等が中心となって農福連携を積極的に支援しよう
とする動きも出始めています。そこで，本研究で
は，そうした地方公共団体等による農福連携の支援
の特徴とそれを実現するための仕組みに着目して調
査・研究を実施しました。

２．農福連携を促進する地方公共団体等の
取組の特徴

　本研究では，農福連携を積極的に支援している８
つの代表的な事例を取り上げて分析を行いました。
その結果，支援の内容別にみると，これらの取組は
大きく４つに分類されます（表）。第Ⅰのグループ
は農業経営体と就労系障害者福祉サービス事業所

（以下，福祉事業所）間での農作業請負のマッチン
グを支援するものです。第Ⅱのグループは障害者個
人が農業経営体で就労できるように支援を行うもの
です。第Ⅲのグループは特例子会社や社会福祉法人
等の福祉分野の主体が農業に参入することを支援す
るものです。第Ⅳのグループは，上記の３つの支援
のいくつかを組み合わせ，複合的，段階的に支援す
るものです。
　従来はⅡのようなタイプの支援が主でしたが，農

地 法 改 正 や 経
済・雇用情勢の
変化を受け，支
援内容も多様化
しています。そ
のため，ここで
は，新たな支援
策 の う ち， Ⅰ
の農作業請負を
マッチングする
仕組みを構築し
ている香川県の
事例，およびⅢ
の福祉分野等の
主体の農業参入
支援を行ってい
る大阪府の事例
の分析結果につ
いて述べていき
ます。

資料：聞き取り調査および各地方公共団体等資料より作成．
注．「●」は支援あり，空欄は支援なしを表す．

表　地方公共団体等による農福連携の支援のタイプ

実施主体名 開始年度

主な支援内容

農作業請負 
（施設外 
就労等）の 
マッチング

障害者の 
農業経営 
体での 

就労支援

福祉分野 
等からの 
農業参入 

支援

Ⅰ

香川県
NPO法人香川県 

社会就労センター協議会
2011年度 ●

鳥取県
鳥取県 

（農福連携推進プロジェクトチーム）
2010年度 ●

静岡県･ 
浜松市

NPO法人しずおか 
ユニバーサル園芸ネットワーク

2005年度 ●

Ⅱ
名張市

名張市障害者アグリ 
雇用推進協議会

2008年度 ●

兵庫県
障害者農業訓練・就労支援 

ネットワーク会議
2012年度 ●

Ⅲ 大阪府
（一財）大阪府みどり公社 

（農政チーム）
2005年度 ●

Ⅳ
島根県 （公財）しまね農業振興公社 2012年度 ● ● ●

奈良県
奈良県 

（農林部・健康福祉部）
2010年度 ● ●
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３．地方公共団体等による農福連携の支援
の事例

（１）農作業請負のマッチングを支援：香川県
　露地園芸作の盛んな香川県では，労働力不足に悩
む園芸農家等と施設外就労（1）で農作業を行いたい
福祉事業所とをマッチングする「共同受注窓口」を
設置し，農作業を福祉事業所が請負う仕組みを構築
しました（図）。共同受注窓口を運営するのはNPO
法人香川県社会就労センター協議会であり，専任の
コーディネーターを配置しています。また香川県も
仕組みづくりの段階から関わり，現在も取組を支援
しています。支援にあたっては，分野横断的な取組
であるため，県庁内部でも農業関係部局と福祉関係
部局が連携しています。
　香川県の共同受注窓口の仕組みはJAの協力を得
ている点が特徴であり，農家サイドからの作業依頼
のとりまとめはJAの生産部会を中心に行っていま
す。また，共同受注窓口であるため，大規模農家か
らの依頼も複数の福祉事業所が請負うことで対応が
可能となっています。
　こうした仕組みを構築することで，ニンニクやタ
マネギといった地域の基幹作物や人手を要する作物
を中心に作業受委託を実現しています。年々両者の
マッチングが進み，依頼件数や作業賃金も増加傾向
にあります。この様な仕組みを構築することで，農
業サイドにとっては，地域の主力作物における農繁
期の労働力確保，適期収穫による品質向上を実現
し，経営規模の維持・拡大や所得向上につながって
います。一方で福祉サイドにとっても障害者の工賃
向上や心身への好影響がみられることが指摘されて
います。

（２）福祉分野等からの農業参入を支援：大阪府
　大企業が立地する大阪府は，特例子会社の数も全
国で３番目に多い地域です。法定雇用率の上昇が見

込まれる中，特例子会社等では障害者の就労先とし
て農業分野への関心が高まっていました。これを受
けて，（一財）大阪府みどり公社が農地保有合理化
事業（2）等の一環として，遊休農地をあっせんする
等により，特例子会社や社会福祉法人等の農業参入
を積極的に支援するようになりました。大都市への
近接性を生かした農業経営モデルの検討を行いつ
つ，特例子会社，企業出資の福祉事業所，社会福祉
法人等の参入をサポートし，これまでの参入件数は
17件にのぼっています。
　大阪府でも農業関係部局や福祉関係部局等が連携
した「「農と福祉の連携」推進庁内連絡会議」を設
置し，こうした支援の強化を図っています。2015年
度から農業参入の相談窓口を一元化し，公社とも連
携しながら特例子会社等の農業への参入を積極的に
支援する方向にあります。

４．おわりに
　以上のように，農福連携の支援は，地域農業の特
徴や課題に応じる形で行われていました。また，そ
こに参加する主体がwin-winの関係を築けるような
仕組みづくりが行われています。
　こうした支援を行うために，地方公共団体の内部
では，農業関係部局と福祉関係部局が連携して部局
横断的に支援にあたっていました。そうすること
で，農業関係，福祉関係の各分野の情報を一元的に
集約し，効率良く活用することが可能となります。
さらに，商工関係部局が参加している事例もあり，
加工や販売などでより幅広い支援が期待されるケー
スもありました。また，こうした農業分野の主体と
福祉分野の主体を現場で結びつけるために，コー
ディネーターの役割が重要となっていました。
　これらの取組は，主体間の連携を促進しながら地
域課題の解決を図るプラットフォームを構築してい
るといえ，その土台を作る上で地方公共団体は非常
に重要な役割を果たしうるといえます。

注⑴　「施設外就労」とは福祉事業所の利用者（障害者）と職員
がユニットを組み，企業から請け負った作業を当該企業内
で行う活動。

　⑵　当時。現在は農地中間管理事業として実施。

香川県

農業経営体福祉事業所

契約
契約

作業提供

障害福祉課 農業生産流通課

連携連携

作業依頼

作業依頼

マッチング

JA，JA生産部会

NPO法人香川県社会
就労センター協議会
（共同受注窓口）

コーディネーター（専任1名）

図　香川県における農福連携の推進体制
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研 究 成 果

東南アジア諸国のコメ政策動向：
タイ，ベトナム，インドネシア

国際領域　井上荘太朗・岡江  恭史・明石光一郎

はじめに
　東西冷戦の終了後，東南アジアでは，開発独裁と
呼ばれた政権の退陣や市場経済の導入などの大きな
変化が生じました。そして経済が成長し，ASEAN
やWTOによる貿易自由化の影響も受けるなかで，
東南アジア諸国の農業政策も大きく変化してきまし
た。
　以下では東南アジアの代表的作目であるコメに注
目します。そして輸出国としてタイ（コメ輸出量世
界第１位，2014年）とベトナム（同第３位）を，ま
た輸入国としてインドネシアを取り上げ，コメ政策
の近年の動向とその影響を紹介します。

価格支持政策の破綻と農業保護の縮小：
タイ

　タイでは1990年代の政治の民主化の結果，2001年
にタクシン政権が登場しましたが，それ以降，対立
する政治グループの間で不安定な政治状況が続いて
います。そして政権が交代するごとに，農業保護政
策は，強化と後退を繰り返しながらも，傾向的に拡
大してきました。特に2011年に発足したインラック
政権は，その前のアピシット政権が廃止していた担
保融資制度を復活させ，大規模なコメの価格支持を
開始しました。タイのコメ産業は，この政策により
大きな影響を受けました。コメの高価格は，コメの
作付を拡大させましたが，一方で輸出は例年に比
べて年間で約400万トンもの減少となり（2011年，
2012年），輸出できなかったコメの多くが政府の在
庫となりました。政治的な目的の強かった，このイ
ンラック政権の担保融資制度は，輸出市場に依存し
たタイのコメ産業に適応した制度設計になっておら
ず，短期間に破綻しました。同政権による２年半の
コメの担保融資制度で生じた政府財政の損失は，約
5,370億バーツ（約１兆9,869億円）に達すると推定
されています（タイ財務省，2015年２月）。

　2014年に軍部のクーデターにより政権についた現
在のプラユット政権は，発足当初に担保融資制度の
廃止を表明し，同制度によって引き起こされたコメ
経済の混乱の収拾を図りました。まず緊急対策とし
て，肥料，農薬の価格や水田地代，農作業請負料金
を引き下げ，コメの生産コストの低下を図りまし
た。これは関連団体を集めて価格引下げを要請する
という，統制的な形で行われました。また，コメの
市場価格下落への対策は，生産者や流通業者への金
融支援の形での間接介入に変化しました。
　こうしてコメの保護政策を縮小した現政権です
が，それでも結局，2014年の雨季作では，コメ農家
に対する一時金の支払いという形で，大規模な再分
配政策を実施しました。このことは，中所得国と
なったタイでは，農家と他産業の就業者との間の所
得格差を緩和することが政治的に重要であることを
示しています。今後，貿易ルールとも整合的で，財
政的にも持続可能な農業保護制度を設計し，実施し
ていく必要があるでしょう。（井上荘太朗）

第１図　タイのコメ担保融資制度
（契約料と介入（融資）価格）

資料：GAIN Report Number: TH8165，TH4021より筆者作成.
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新政策が導入されるも効果は疑問：
ベトナム

　ベトナムは現在タイに次ぐコメ輸出国ですが，ベ
トナムにとってコメは重要な輸出産品であるととも
に国民の主食でもあるため，米価の上昇は稲作農家
の所得向上や外貨獲得の面では望ましい一方，都市
住民の生活には打撃であり労働者の人件費高騰も工
業製品の輸出競争力の点で不利益をもたらすという
矛盾を抱えています。それが2007～08年の世界的な
米価急騰で顕在化しました。このときベトナム国内
の米価も高騰し，それが国内物価全体の高騰をもた
らしました。そのためベトナム政府はコメの輸出規
制を行い，それがさらに国際米価の高騰をもたらし
ました。
　この混乱を受けて，2009年から①水田の転用規
制，②備蓄施設の強化（400万トンの貯蔵施設建
設），③零細業者淘汰（倉庫と精米施設を条件に輸
出業認可），④価格支持策の導入（最低価格・最高
価格を定め，業者に指示），という新たなコメ政策
が講じられることになりました。これらの政策は，
生産を安定し流通を効率化して備蓄を豊富にするこ
とによって，物価を安定させることが目的であると
思われます。
　①に関しては，米価高騰により生産のインセン
ティブが増したので，結果的にはその後作付面積は
拡大しました。②に関しては，2009年以降は上昇ど
ころかむしろ下降気味であり，目標の400万トンに
はいまだ遠く及んでいません。③に関しては，小規
模業者の破産が相次ぎ「淘汰」という目的は達しま
したが，その結果国有企業の寡占化となり，本来の
目的である流通の効率化につながっているかは疑問
です。④の価格支持策導入は画期的ですが，政府自
身による財政支出は流通業者のコメ買取資金に対す
る利息補助だけです。価格変動のリスクを業者に負
担させるこの政策は，中国への非公式な輸出などの
弊害を生んでいます。（岡江恭史）

農業保護の復活とコメ増産の成功：
インドネシア

　インドネシアでは1984年にスハルト大統領がコメ
の自給達成を宣言しましたが，1990年代に入ると，
たびたびコメの大量輸入を行うようになりました。
気象要因による作柄の変動を除くと，この大量輸入
の背景として，石油価格低下による財政難から1980
年代後半以降，農業保護が削減されたことが指摘
できます。さらに1997年に発生した通貨危機では，
IMFの構造調整プログラムを受け入れたことから，
肥料補助金が撤廃されるなど農業保護は一層弱体化
しました。その結果，1989年から2001年にかけての
コメ生産の成長率は1.0％（年率），単収の成長率は
0.3％（同）にまで低下しました。
　しかしスハルト退陣後に進展した政治の民主化
は，農業政策に大きな影響を与えました。インドネ
シア政府は，農民の政治的な力の増大を考慮し，か
つ1990年代のコメ生産の停滞を反省して，農業保護
政策に転換しました。その結果，肥料補助金は復活
し，農業普及，R&D，種子補助金や灌漑等への財
政支出が拡大しました。2003年に7,900億ルピアで
あった肥料補助金は，2010年には18兆ルピアにまで
急増しました。コメ，トウモロコシ，大豆の優良種
子プログラムへの財政支出も2005年の800億ルピア
から2010年には2兆ルピアまで増加し，高収量品種
の普及も進展しました。
　このような手厚い保護政策の結果としてコメ生
産は2001年から2013年にかけて年率2.9％で増加し，
単収も年率1.4％で上昇しました。そして政府は
2007年に再度コメ自給達成を宣言しました。最近年
のコメの大量輸入は食糧調達公社(BULOG)の在庫
水準を適切（150万トン程度）に維持するためのも
ので，1990年代の輸入とは背景が異なります。
　現在のコメ生産の成長率は人口増加率を上回って
推移しており，この傾向が続けば今後コメ輸入は傾
向的に減少して行くでしょう。（明石光一郎）
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研 究 成 果

農家は長寿か：
農業と疾病・健康との関係に関する統計分析

食料・環境領域　主任研究官　川崎賢太郎

１．はじめに
　農林水産政策研究所では農業・農村の持つ様々な
価値の解明に取り組んでいますが，以下では，その
一環として行った農業と疾病・健康に関する研究成
果をご紹介します。研究の目的は，農業者が非農業
者と比べて健康・長寿かを明らかにすることです。
具体的には，市町村レベルのデータを用いて，農業
者の割合と死亡率の関係を統計的に解析します。

２．先行研究
　農業者が健康か否かに関するエビデンスは既にい
くつか存在します。例えば厚生労働省の2000年の調
査（平成12年度・人口動態職業・産業別統計）によ
ると，20～64歳の死亡率（人口に占める死亡者の割
合）を職業別に比べた場合，農業者は平均よりもや
や高いことがわかっています。同様の傾向は，1980
～2005年の国内30～59歳男性に焦点を当てた医学研
究でも見出されています（１） 。
　しかしこうした単純な死亡率の比較では，職業以
外の要因が考慮されません。農業者の死亡率が高い
のは，職業が原因ではなく，例えば所得の低さや農
村部に病院が少ないことが原因かもしれません。ま
た上記の例は若年層が分析対象ですが，死亡者の
85%，農業者の約半数が65歳以上であることを考え
れば，高齢者を無視すべきではありません。本研究
では高齢者も対象に，職業以外の様々な要因をコン
トロールした分析を行います（２） 。

３．分析手法
　本研究では，2005年と2010年を対象に，職業別の
人口割合（職業別の従事者数を人口で割ったもの）
と死亡率（死亡者数を人口で割ったもの。職業別で
はなく全人口を対象に計算したもの）の関係を解析
します。なお職業別の人口割合や死亡率は，全国約
1700の市町村別，男女別，５歳階級別に計算したも
のです。仮に農業者の人口割合が高まるほど死亡率
が低下する傾向が市町村レベルのデータから観察さ
れるとすれば，それは個人レベルでも農業者の死亡

率が非農業者よりも低いことを示唆していることに
なります （３）。
　死亡率と職業別人口は，それぞれ人口動態調査と
国勢調査から得ました。国勢調査における「農業
者」の定義は，専ら農業に従事する者を指し，農業
に従事していても他産業からの報酬の方が多い者は
含みません。また職業以外の影響をコントロールす
るため，様々な変数（学歴，所得，病院数，医師
数，道路総延長，土地利用等）を収集して，回帰分
析を実施しました。

４．分析結果
　分析結果は，「農業のインパクト－非農業のイン
パクト」で表示します。インパクトとは，各職業
の人口割合が１％ポイント増えたときに，死亡率が
何％変化するかを表すものです。もしこの値がマイ
ナスであれば，農業者の割合が増えるほどその地域
の死亡率が下がることを意味します。なお職業は約
20種類あるため，非農業のインパクトを計算する際
には，職業ごとの人口で加重平均しました。

第１図　全年齢階層
注．縦軸は「農業のインパクト－非農業のインパクト」.例えば

この値が－0.5であれば，人口に占める農業者の割合が１%
ポイント増加し，それに伴って非農業者の割合が１%ポイ
ント低下した場合に，当該地域の死亡率が0.5%（0.5%ポイ
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ではない）下がることを意味する．垂直線は90％信頼
区間であり，ゼロと重なっていなければ，統計的に有意で
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　第１図が全年齢階層（20歳以上）を対象
とした推計結果です。年次・性別によらず，
いずれもマイナスで，統計的にもおおむね
有意なことがわかります。職業以外の影響
は回帰分析によってコントロールされてい
ますので，この結果は，所得や地域環境と
いった他の条件が同一だったとしても，農
業者の割合が高まれば死亡率が低下するこ
とを意味します。こうした傾向が地域レベ
ルで見られたということは，個人レベルで
も農業者の方が非農業者よりも長寿であ
る，と類推できます （４）。
　次に年齢階層別の結果を見ると（第２
図），20～59歳では統計的な有意性は見ら
れませんが，60歳以上ではいずれもマイナ
スで統計的にも有意です。死亡率の低下
は，高齢の農業者に認められることがわか
ります（５） 。
　最後に60歳以上を対象に死因別の分析を
行うと（第３図），農業者の割合が増える
と，老衰と循環器疾患（心筋梗塞や脳卒中
など）による死亡率が下がることがわかり
ます。例えば年の初めに１万人の農業者が
いたとすれば，このうち年末までに老衰や
循環器疾患で亡くなる人の数は，（同じ性
別・年齢階層の）１万人の非農業者のそれ
と比べて少ない，ということです。一方，交通事故

（トラクター等の事故を含む）による死亡率は上が
る傾向にあります。掲載は省きましたが，呼吸器疾
患と腎疾患は男性のみ有意にマイナス，肝疾患と自
殺に関しては男女とも有意ではありませんでした。

５．おわりに

　地域レベルの分析のため，分析の精度には限界が
ありますが，60歳以上に限れば，所得や地域環境が
同一条件だったとしても，農業者の人口割合が高ま
るほど地域の死亡率が下がることがわかりました。
この結果は，農業者の方が非農業者よりも長寿であ
ることを示唆しています。死因別に見ると，老衰・
循環器疾患による死亡率が特に下がる一方で，絶対
数は少ないものの，交通事故による死亡率は上がる
傾向にあります。今後の研究では，一体なぜ農業者
の方が長寿なのか，すなわち原因が運動習慣にある
のか，食生活か，それとも心理的なストレスなの
か，といった問題を解明していくことが有益と考え
られます。

注⑴ 　Wada, K. et al. (2012). Trends in cause specific mortality 
across occupations in Japanese men of working age during 
period of economic stagnation, 1980-2005: retrospective co-
hort study. BMJ, 344.

　⑵　欧米では，農業者は非農業者よりも死亡率が低いこと，
ガン・循環器疾患が少ないこと，入院確率が低いことなど，
農業者のほうが非農業者よりも健康である傾向が，様々な
研究で見出されている。

　⑶　なお地域レベルのデータを用いた分析結果は，個人レベ
ルの分析結果と必ずしも一致しない場合がある（集計バイ
アス・Ecological Fallacy）。個人レベルの結果に近づけるた
めには，データをできるだけ細かく階層化すると共に，地
域間の相関関係も考慮することが推奨されている。本研究
では，市町村別・男女別・５歳階級別でデータを階層化す
ると共に，県レベルのclustered standard errorを用いて市
町村間の相関を表現した。

　⑷　同様の傾向は，笽島茂・鏡森定信（2005）「職業と平均寿命」
『日本医事新報』（4247）, 129-131でも観察されている。

　⑸　なお60歳以上の大半は無職者であり，農業をしている時点
で健康な証である。つまり農業をするから健康なのか，それ
とも元来健康だから農業をしているのかを区別できない（セ
レクションバイアス・healthy worker effect）。そこで本稿
ではいくつかの頑健性のテストを行い，この問題を考慮して
も依然として農業者の方が死亡率が低いことを確認した。
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韓国のFTA国内対策
―被害補填直接支払制度を中心に―

１．はじめに
　周知のように，韓国は，積極的にFTAを推進し
ています。すでに米国，EU，豪州，カナダといっ
た農産物輸出国とのFTAが発効しており，昨年11
月には中国とのFTAが妥結しています（第１表。
中国まで含めた貿易額ベースのFTA比率は61％）。
これに伴い輸入農産物による国内農業部門への被害
が憂慮されることから，そのような被害を軽減する
目的で被害補填直接支払制度が導入されています。 
本稿では，この制度の内容や実施状況について紹介
したいと思います（1）。
　なお韓国では，これまで発効したすべてのFTA
で，コメを譲許除外としており，コメについては，
この制度と直接的な関係はありません。

２．被害補填直接支払い　
　FTA発効による関税引き下げなどが要因となり，
短期的に輸入が急増して被害を受けた時の補填につ
いては，次の３つの発動要件を満たした場合，価格
下落の一部を補填する措置が講じられます（FTA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際領域　主任研究官　樋口　倫生

発効後10年間）。
　以下の３要件を満たすと，下落分（基準値マイナ
ス実勢価格）の90%のうちで，輸入増加に由来する
部分を補填することとされています。この輸入増加
部分は，輸入寄与度αから算出します。αは，計量
経済学的手法により，対象物品の価格の低下から，
国内供給面の変化（気象条件，生産性向上等）の影
響や，純然たる国内需要の変化（所得向上に伴う需
要変化等）の影響による部分を取り除き，国産品が
輸入品に代替されること（輸入の増加）による影響
だけを抽出し，これが価格低下に占める割合を算出
したものです。なお適切なデータがない場合には，
簡略化した方法で計算することになっています。

３．2013年の被害補填直接支払い 
（2012年の被害）

　こうした補填措置は，韓チリFTA（2004年）の
時から設けられていますが，実際に発動要件を満た
すことがなかったため，これまでは発動されていま
せんでした。
　しかし2012年の韓牛と韓牛子牛の価格や輸入量等
が上記条件を満たしたため，2013年に初めてこれら
の品目に発動を決定しました。支払単価は，輸入寄
与度（α，韓牛：0.244，韓牛子牛：0.129）を考慮
して，韓牛が1万3545ウォン，韓牛子牛が5万7343
ウォンとなりました（第２表）。

出所：産業通商資源部．

第１表　韓国におけるFTAの進捗状況
相手国・地域

発効
　チリ，シンガポール，EFTA，アセアン
　インド，EU，ペルー，米国，トルコ，豪州
　カナダ

署名
　中国，コロンビア，ニュージーランド，ベトナム

交渉中
　インドネシア，日中韓

交渉再開協議中
　日本，メキシコなど

出所：農林畜産食品部資料．

第２表　被害補填直接支払い（2012年の被害に対するもの）

品目
輸入寄
与度

支払単価
（ウォン/頭）

頭数
（頭，B）

支払額
（億ウォン）

韓牛 0.244 13545 601646 81.5

韓牛子牛 0.129 57343 300403 172.3

合計 － － 902049 253.8

（発動要件Ⅰ）総輸入量＞基準値：対象品目の当該年度総輸入量が基準総輸入量（最高，最低を除いた過去５年間
平均値）を超過

（発動要件Ⅱ）個々のFTA締結国からの輸入量＞基準値：該当年度の当該国からの輸入量が，基準輸入量（最高，
最低を除く過去５年平均輸入量に輸入被害発動係数（2）をかけて計算）を超過（FTA締結国のうち１
カ国でも基準値を超えればこの要件はクリア）

（発動要件Ⅲ）実勢価格＜基準値：実勢価格が基準値（最高，最低を除く過去5年平均価格の90%）以下に下落（第1
図参照）
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４．2014年の被害補填直接
支払い 

（2013年の被害）
　2014年 に お い て は， も ろ こ し，
ジャガイモ，さつまいもといった食
糧作物について2013年に被害があっ
たと認められ，初めて被害補填支払
金が支給されました（第３表）。
　2013年に被害補填支払いの対象と
なった韓牛子牛に対しては，2014年
も引き続き補填が行われます。一方
韓牛は，2012年と異なり13年に実勢
価格が基準価格より大きくなったた
め，補填支払いは行われません。

（１）補填金額
　実際の支払額算定に必要な輸入寄与度は，もろこ
し0.134，ジャガイモ0.36，さつまいも0.0055，韓牛
子牛0.31となっています。これらを反映させて直接
支払金を算出しますと，それぞれ，12万7000ウォ
ン/ha，127万ウォン/ha，8570ウォン/ha，4万7000
ウォン/頭となります。あわの輸入寄与度は0で，支
払単価は０です（第４表）。

（２）あわの輸入寄与度
　あわは，被害補填の発動要件Ⅰ～Ⅲをすべて満た
していましたが，価格低下に対する輸入の寄与度が
０だったため，補填が実施されませんでした。
　これは，発動要件Ⅱは，FTA締結国のうち一カ
国でも輸入量が基準値を上回ればクリアできる一
方，価格低下に対する輸入の寄与度は，FTA締結
国全体からの輸入について計算するためです。ある
物品についてFTA締結国の一部からの輸入が増え
ても，FTA締結国全体で当該物品の輸入が減って
いれば，当該物品の価格低下についてFTAの影響
はなかった，とする考え方です。
　あわについては，EUやASEANからの輸入が増
える一方で，他のFTA締結国からの輸入がそれ以

上に減少し，FTA締結国全体では輸入量が減少し
たため，輸入寄与度が０とされました（3）。

５．おわりに
　2013年の被害補填直接支払制度では，あわが，も
ろこしなどと同様に発動条件をすべて満たしていま
したが，輸入の寄与度が０であったため補填額が０
となりました。また補填対象品目のさつまいもは，
１ヘクタール当たり8570ウォン（948円）と極めて
小さい金額となっています。
　農家の間には，こうした問題は補填の発動に厳し
い制約がかけられているためであるとして強い不満
があります。一部国会議員からは，発動条件の基準
価格を平均値の95％にする，補填額を下落分の90％
から100％に引き上げる，輸入寄与度による補填の
縮減を行わない，などの主張がなされています。
　今後，関税率はさらに低下しますが，予算制約が
あるなかで，韓国政府がどのように制度を見直して
いくのか注目しておく必要がありましょう。

注⑴　現在100ウォンは，11円に相当。
　⑵　輸入被害発動係数は，（）内を市場占有率とすると，1.15

（10%未満），1.10（10%以上30%未満），1.05（30%以上）。
　⑶　あわは，データの制約のため次式で寄与度を推計。FTA

締結国からの輸入増加÷（国内供給増加＋総輸入増加）。た
だしマイナスの場合，補填額がマイナスとなり意味をなさ
ないので，0とする。

出所：農林畜産食品部資料．
注⑴：ウォン/kg，1000ウォン/頭．

第３表　2014年の被害補填直接支払い発動要件分析
発動要件Ⅰ 発動要件Ⅱ 発動要件Ⅲ

品目 総輸入量（トン） 輸入量（トン） 価格⑴

基準値 2013年 対象国 基準値 2013年 基準値 2013年

あわ 15339 15603 EU 10 21 4251 4113ASEAN 0 0.001
もろこし 4362 5853 米国 329 618 5246 4546

ジャガイモ 92644 151634

米国 80859 130684

935 782
EU 2907 6278

ASEAN 12 15
EFTA 1.574 3.093
インド 32 85

さつまいも 899 1253 ASEAN 4 299 1574 1465

韓牛子牛 278276 300491 米国 95321 101414 1804 1636チリ 0 427

第１図　輸入被害に対する補填措置
出所：産業通商資源部資料をもとに，筆者作成．
注．法人5000万ウォン，個人3500万ウォンの支払い上限がある．

平均価格(P)：最高，最低を除く過去5年の平均値

基準値(P1) : Pの90%水準

実勢価格(PB）

0.9(P1 － PB）

補填額は
0.9(P1 － PB）×α
α：輸入寄与度

出所：農林畜産食品部資料．
注⑴：2014年末まで．

第４表　被害補填直接支払い（2013年の被害に対するもの）

品目 輸入寄与度
支払単価

（ウォン/ha，頭）
支払額⑴

（億ウォン）
あわ 0 0 0

もろこし 0.134 127474 0.8
ジャガイモ 0.36 1270814 159.4
さつまいも 0.0055 8570 0.05
韓牛子牛 0.31 46923 163.71

韓牛 価格条件を満たさず対象外

合計 － － 324
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花き・観葉植物の生理的リラックス・調整効果と
　　　　　　　　　　それを活用した流通・消費システムについて
花き・観葉植物の生理的リラックス・調整効果と
　　　　　　　　　　それを活用した流通・消費システムについて

日時：平成27年５月27日（水）14時～16時
場所：農林水産政策研究所セミナー室

　農林水産政策研究所では，新たな知見や長期的な
視点に立った政策研究を推進するため，大学，シン
クタンク等の研究機関の幅広い知見を活用する提案
公募型の研究委託事業を行っています。
　その中で，平成24～26年度の３カ年度において，
花きや観葉植物が人に及ぼす影響やその効用情報を
活用した流通・消費システム構築のための条件等に
ついての委託研究を進めてきたところです。この
度，「花き・観葉植物の生理的リラックス・調整効
果とそれを活用した流通・消費システム」とのテー
マでセミナーを開催し，本研究に携われた千葉大学
環境健康フィールド科学センター副センター長（千
葉大学教授）の宮崎良文氏，みずほ情報総研株式会
社上席課長の松本牧生氏からその研究成果をご報告
いただきました。その概要についてご紹介いたしま
す。

１．花き・観葉植物の生理的リラックスと
調整効果について

　まず初めに，宮崎氏から花きや緑が人の体に及ぼ
す影響についての説明がありました。

○自然と人の関係
　人は人となってから約500～700万年が経っている
と言われています。人は自然の中で進化してきまし
た。約300年前の産業革命が都市化の始まりとする
と，人は99.99％以上，自然の中で進化を遂げ，自
然に対応した体になっています。現代の人工環境下

での生活で，人は知らず
知らずのうちにストレス
状態となっているのです。

○花きがもたらす医学的効果等の総合的評価法の確立
　これまで，自然由来の刺激がもたらす効果を証明
するデータとしては，アンケート調査（森の中を歩
くと気持ちが良い等）など主観的なリラックス効果
を検証したものがほとんどでした。しかし近年新規
生理測定技術や機器が開発されており，これらを
使った実験を行えるようになっています。本研究で
は，花きや緑の効用について，被験者による実験を
行い，様々な生理的指標（心拍数，心拍変動性，血
圧，脳近赤外分光法等）を用いて医学的効果を明ら
かにする新総合的評価法を確立しました。これらを
用いて評価した自然由来の刺激による快適性・リ
ラックス効果の解明は，世界初の知見となります。

○花きや緑のストレス軽減効果
　高校生や医療従事者等を対象に，新総合的評価法
を用いたバラ生花や観葉植物（ドラセナ）の視覚刺
激実験を行いました。その結果，リラックス状態で
高まる副交感神経活動が活発になり，ストレス状態
で高まる交感神経活動が抑制されることが明らかに
なりました。加えて，性格の激しい人と穏やかな人
に対しても実験を行ったところ，性格の激しい人の
交感神経活動が抑制されることも分かりました。
　また，バラ生花の香りは，脳の前頭前野活動を鎮
静化し，リラックス状態をもたらすことが分かりま
した。このことから，花や緑にはストレス状態を軽
減させる効果があることが明らかになりました。

政策研究調査官　石橋　紀也

視覚刺激実験風景宮崎　良文氏
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○花きや緑の調整効果
　また，人は森の中を歩くと
血圧の高い人は下がり，逆に
低すぎる人は高くなることが
分かりました。バラを見た場
合も，交感神経活動が高すぎ
る人は下がり，低すぎる人は
高くなることが分かり，花や
緑には，人を最適な状態に調
整する効果があることが示さ
れました。
　このように，花きや緑にはストレス状態を軽減さ
せるとともに，人の体を調整する効果があることが
分かりました。今後，このような効用が医療費の削
減に繋がっていくことが期待されます。

２．花きの効用を用いた流通・消費システ
ムの構築について

　次に，松本氏から，上記
により明らかになった花き
や緑のもたらす効用を活用
した花きや観葉植物の流
通・消費システム構築のた
めの条件や課題についての
説明がありました。

○生産・流通・消費サイドと研究サイドとの交流
　花き販売店・販売担当者を対象としたアンケート
調査では，花きの効用に関する情報発信は販売増に
役立ち，さらに研究を進めるに当たっては，「健康
の観点」や「生活の観点」を意識した実験と情報提
供が期待されているとの意見がありました（第１
図）。このことは，生産・流通・消費サイドと研究
サイドとが情報交流することで，研究サイドにとっ
ては，社会ニーズに裏付けされた研究を進めること
ができ，一方で生産・流通・消費サイドにとっては，
販売増に繋がる情報発信ができることから，両者に
とっては大変有益であることが期待されます。

○異業種との交流
　花きの生産・流通・販売事業者は，生産方法や販
売方法については熱心に考えたりしていますが，販
売先でどのような活用のされ方をしているかについ
ては，あまり関心が高くないのが実態です。このた
め，花きを大量に消費すると想定される関係団体，

業界団体等（観光業界，スポーツ業界等）のいわゆ
る異業種と交流を行うことで，花きの活用ニーズ情
報の収集や次の研究，販売戦略の参考とします。

○人材の育成
　花きの医学的効用を花きの販売増につなげるため
には，一時的な広報活動だけではなく，花きに関す
る専門的知識を持つ人材の育成が大切です。そのた
めには，研修会の充実や販売員を認証する仕組み

（花セラピスト等）の検討等が必要です。

○司令塔機能を持つ組織の育成
　上記で述べてきた取組を実行するためには，花き
業界の内部に司令塔機能（旗振り役）がいることが
望ましく，広報活動の経験があり，情報媒体を持っ
ている組織・団体が関与することが望ましいと考え
られます。

３．関係施策の紹介について

　最後に，農林水産省生産
局花き産業・施設園芸振興
室の赤堀益男課長補佐よ
り，花き振興法の施行と花
き行政を取りまく状況につ
いての説明がありました。
説明では，国産花きの育種
技術は世界最高レベルにあ
るものの，海外からの輸入
品は年々増加の傾向にあること，このため，花き業
界が一致団結し，国産シェアの奪還と輸出の拡大に
向けた攻めの農政を今後展開していくことについて
の紹介がありました。

（注）セミナーの資料は，下記の農林水産政策研究所ホームペー
ジでご覧になれます。

http://www.maff.go.jp/primaff/meeting/kaisai/2015/index.html

第１図　花きの効用情報をさらに役立たせるために望まれる実験，情報提供
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松本　牧生氏

赤堀　益男氏
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　本書は，経済学における長きにわたる疑問，非常
に豊かな国がある一方で，なぜひどく貧しい国が存
在するのかというクエスチョンに答えるものです。そ
のなぞを解明する代表的な理論としては，繁栄を文
化に結びつける「文化説」，地理的な違いが格差を生
むとする「地理説」，そして統治者が経済成長のやり
かたを知らないとする「無知説」の三つがあります。
著者は，この三つの説では所得格差を究明できない
と看破し，役に立たない理論として退けます。
　「文化説」に対しては，反例として，同じ文化的側
面をもつ北朝鮮と韓国をとりあげ，否定します。また
中国の労働倫理を念頭におき，かつては成長停滞の
要因とされたが，現在では，中国だけでなく，シンガ
ポール，香港の成長に寄与したとされ，全く一貫性
がない仮説だと指摘します。「地理説」に関しては，
中国と近隣諸国（日本，韓国など）の経済水準の逆
転，熱帯地方で栄えたクメール王朝などの歴史的事
実を見れば，地理的影響（＝気候や地理）と経済的
成功の間に単純で持続的なつながりがないのは明ら
かと力説しています。最後の「無知説」については，
中国や北朝鮮などの例をあげ，貧国では，支配層が，
誤解や無知からではなく，「故意」に成長を阻害し，
貧困をうむ選択をしていると断言します。例えば，中
国は長い停滞のあと，1970年後半から急速な経済成
長を遂げました。これは，共産党指導層が成長の方
法を学んだからではなく，党の指導体制の根本的な
変化（毛沢東の死という決定的な岐路）による政治
改革で成長が可能になったとします。
　では著者の仮説はなんでしょうか？それは「制度」
です。なかんずく，政治的な制度が重要だと主張し
ます。経済制度は，経済主体にインセンティブを与
え，究極的に繁栄をもたらす装置です。しかし経済
制度は，政治制度に従属しており，政治，政治シス
テムがより根本的な役割を果たすと述べています。さ
らに著者の声に耳を傾けると，政治制度は，包括的
または収奪的なものに分けられます。前者は，多数
が統治プロセスに参加する搾取のない状態で，一方
後者は，少数の支配層が残りの国民を搾取する状況
と定義します。ここから容易に想像できるように，包

括的な制度が持続的な成
長を実現させ，収奪的な
制度では長期的には衰退
する運命にあります。な
お多くの共産国家で見ら
れるように，収奪的な政
治制度下であっても，短
期的な成長は可能です。
　教科書的な話でいえば

（本棚にあるマクロ経済
学の教科書で確認してく
ださい），標準的なソローモデルで，ある国における
定常状態の一人当たり所得の成長率は，技術進歩率
に依存し，もし技術が進歩しなければ，一人当たりの
所得は止まってしまいます。したがって，長期的に発
展するには技術開発が必須です。もちろん，定常状
態に到るまでは資本蓄積を通じて短期的に成長でき
ますが，技術進歩がない限り，最終的に所得は一定
水準でストップします。
　このような経済学的なロジックに，制度というキー
ワードを用いて，丹念に歴史的な事実を読み解いて
いくのが，本書の内容です。例えば中国をみると，
1970年代後半以降，収奪的な政治制度だが包括的な
経済制度の下，資本蓄積によって経済成長が続いて
います。しかし収奪的な制度下では，支配層（＝共
産党幹部）が体制転覆につながるような創造的破壊

（＝技術進歩）を望まないため，政治的な改革がない
かぎり，持続的な発展は見込めないこととなります。
ソローモデルでいえば，技術進歩の伴わない，所得
向上が止まった定常状態になることです。
　本書は経済学だけでなく，歴史，政治学も含め，
誠に示唆に富む内容であり，学ぶところが多いので
すが，政策研究者には一つの大きな課題を投げかけ
ています。著者がいうように経済制度（＝経済政策の
実施）が政治に従属するのであれば，たとえ経済学
的にまっとうな政策を提案しても，それが実現される
かどうかは，政治に依存しているという点です。この
問題について，読者諸賢はどのような解決を用意さ
れるでしょうか。

『国家はなぜ衰退するのか：
　　　権力・繁栄・貧困の起源（上・下）』

ダロン アセモグル, ジェイムズ A ロビンソン (著),  鬼澤 忍 (訳)
国際領域　主任研究官　　樋口　倫生

『国家はなぜ衰退するのか:権
力・繁栄・貧困の起源（上・下）』
著者／ダロン アセモグル, ジェ

イムズ A ロビンソン (著),  
鬼澤 忍 (訳)

出版年／2013年6月
発行所／早川出版
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　「研究活動一覧」は，当所研究員の研究活動と研究内容
や関心分野を，読者の皆様に提供することを目的として
います。研究内容の詳細につきましては，直接担当研究
員までお問い合わせください。

① 研究論文および雑誌記事等

著者名（共著者を含む） 表　　　題 発表誌等
（単行本の場合は発行所名も記入） 巻・号 発表年月

長友謙治 ソ連崩壊以降におけるロシアの畜産業の変化と穀
物輸出余力への影響

ロシア・東欧研究（ロシア・東欧学
会年報） 43 2015年5月

玉井哲也 政権交代に伴うオーストラリアの環境関連政策の
転換 農林水産政策研究所レビュー 第65号 2015年5月

古橋　元
2024年における世界の食糧需給見通し－世界食
料需給モデルによる予測結果および中国人口変動
の影響分析－

農林水産政策研究所レビュー 第65号 2015年5月

吉田行郷 主産地毎にみた近年の国内産大麦・はだか麦に対
する需要の変化と需要拡大に向けた新たな動き 農林水産政策研究所レビュー 第65号 2015年5月

② 口頭発表および講演

講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

長友謙治 ソ連崩壊後のロシア農業の軌跡と現段階 ROTOBO月例報告会（（一社）ロシアNIS貿易会） 2015年4月27日

八木浩平・山本淳子・
河野恵伸 果物・カットフルーツに関する購買行動の規定要因 2015年度日本フードシステム学会大会 個別報告 2015年5月31日
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農林水産政策研究に関連する学会等の紹介
（2015年８月～９月開催）

開　催　大　会　等 主　　催 開　催　日　時 開　催　場　所

ICCEES（国際中・東欧学会）世界大会 ロシア・東欧学会 2015年8月3日（月）
～8日（土） 神田外語大学

RSS 2015Annual Meeting Rural Sociological 
Society

2015年8月6日（木）
～9日（日） Madison, WI

29th IAAE Triennial Conference  
International 
Association 
of Agricultural 
Economists

2015年8月8日（土）
～14日（金）  Milan, Italy

第51回東北農業経済学会・新潟大会 東北農業経済学会 2015年8月27日（木）
～29日（土） 新潟大学五十嵐キャンパス

日本オペレーションズ・リサーチ学会
2015年秋季研究発表会

日本オペレーション
ズ・リサーチ学会

2015年9月10日（木）
～11日（金） 九州工業大学戸畑キャンパス

平成27年度日本農業経営学会研究大会 日本農業経営学会 2015年9月10日（木）
～12日（土） 北海道大学農学部

2015年度（平成27年度）応用生態工学
会第19回大会（郡山大会） 応用生態工学会 2015年9月10日（木）

～13日（日） 日本大学工学部キャンパス

環境経済・政策学会2015年大会 環境経済・政策学会 2015年9月18日（金）
～20日（日） 京都大学吉田キャンパス

日本地理学会2015年秋季学術大会 日本地理学会 2015年9月18日（金）
～20日（日） 愛媛大学城北キャンパス 

第88回日本社会学会大会 日本社会学会 2015年9月19日（土）
～20日（日） 早稲田大学戸山キャンパス

平成27度日本水産学会秋季大会 日本水産学会 2015年9月22日（火）
～25日（金） 東北大学川内北キャンパス

日本南アジア学会第28回全国大会 日本南アジア学会 2015年9月26日（土）
～27日（日） 東京大学駒場Ⅰキャンパス
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